別表(第14条関係)
関係市町村の負担金の負担割合
(1)　可燃ごみ処理施設の建設に関する事務に要する経費
経費区分
負担割合

関係市町村

建設に要する経費
平等割
人口割
朝倉市　東峰村　筑前町　大刀洗町　久留米市


10％
90％


備考　平等割の関係市町村の負担割合は、朝倉市を3分の1、東峰村及び筑前町を各々9分の2とし、その他の市町を各々9分の1とする。
(2)　不燃ごみ・粗大ごみ処理施設の建設に関する事務に要する経費
経費区分
負担割合

関係市町村

建設に要する経費
平等割
人口割
朝倉市　東峰村　筑前町　大刀洗町　久留米市


10％
90％


備考　平等割の関係市町村の負担割合は、朝倉市を3分の1、東峰村及び筑前町を各々9分の2とし、その他の市町を各々9分の1とする。
(3)　三輪ごみ共同処理場の設置及び管理運営に関する事務に要する経費
経費区分
負担割合



関係市町村

設置に要する経費
平等割

人口割

筑前町
大刀洗町
久留米市


10％

90％



管理運営に要する経費
平等割
人口割

処理量割



20％
40％

40％


(4)　可燃・不燃・粗大ごみ処理施設の管理運営に関する事務に要する経費
経費区分
負担割合

関係市町村

管理運営に要する経費
人口割
処理量割
朝倉市　東峰村　筑前町　大刀洗町　久留米市


10％
90％


(5)　最終処分場の建設及び管理運営に関する事務に要する経費
経費区分
負担割合

関係市町村

建設に要する経費
平等割
人口割
朝倉市　東峰村　筑前町　大刀洗町　久留米市


10％
90％


管理運営に要する経費
人口割
処理量割



10％
90％


(注)
1　負担割合の算定に用いる人口は、最近の国勢調査人口による。
2　負担割合の算定に用いる人口のうち、久留米市は廃置分合前の北野町の区域に係る人口、(3)における筑前町は廃置分合前の三輪町の区域に係る人口による。
